
事前協議

測量明示手続き

文書確認

受付(事業調整部調整課)
・手続きの流れの説明

施工条件の確認、工程調整等

建築行為よる都市高速鉄道なにわ筋線への影響について(依頼)
建築主 ⇒ 関高鉄
※添付図書は申請用と弊社回答用の2部ご用意ください。

建築行為よる都市高速鉄道なにわ筋線への影響について(回答)
関高鉄 ⇒ 建築主

事前協議完了

建築主が大阪市へ建築確認の申請手続き

都市計画線は敷地外

協議不要

建築物となにわ筋線との平面的な位置関係の確認

建築物の載荷重の確認
建築物や杭となにわ筋線の立体的な範囲との離隔距離の確認
工事工程・施工方法の確認
※不適合の場合は、建築計画の変更をお願いします。

建築物は区域内
建
築
物
は
区
域
外

なにわ筋線の立体的な範囲を定めた区域での建築にかかる手続きフロー

都市計画線は敷地内

建築主が大阪市へ都市計画法第65条の申請手続き

建築物が都市計画の区域内の場合
建築物が
都市計画
の区域外
の場合


